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国

再生土問題 に関す る検証委員会 におけ る

「市 民の意見 を聞 く場」 について

残暑 の候、貴 台 にお かれ ま してはます ます ご清祥 の こととお喜 び 申 し上

げます。

山砂利採取地 におけ る再生土 問題 に関 して、貴委 員会 におかれ ま しては

真摯 にご議論 をいただいてい ることに感謝 いた してお ります。

さて、今般、貴委員会 か ら 「市民の意見 を聞 く場」へ の出席 について、

意向伺 いが ございま したが、城陽市議会では、平成 18年 6月 20日 に 「城

陽山砂利採取地 への 「再生土」 と称 す る搬入物 の除去 (撤去 )を 求め る決

議」 を全員一致 で可決 し、市議会 と しての意思 をす でに表 明いた してお り

ます。

したが って、別紙決議案 を送 付 させていただ き、城陽市議会 と しての意

見 といた します とともに、その趣 旨に沿 って、 よろ しくお取 り計 らい くだ

さいます よう強 く要望 いた します。



城陽山砂利採取地への 「再生土」と称する搬入物の除

去 (撤去)を 求める決議

去 る平成 18年 5月 19日 、京都府は城陽山砂利採取地に 「再生

土」 と称 して搬入された物を、環境省と協議の上、産業廃棄物 と認定

し、搬入業者を城陽警察署に告発 した。

事業者は、受け入れた再生土を調整池の築堤工事等に使用 していた

が、府は、 16,322台 のうち事業者 ・台数を特定 して、 3,00

0台 分を産業廃棄物に該当するとしている。

よって関係機関におかれては、受け入れた事業者等 に対 し、除去

(撤去)す るための格段の措置を速やかに講 じるよう、ここに城陽市

議会の意思を表明し、決議するものである。

平成 18年 6月 20日

城 陽 市 議 会


